
農農地地中中間間管管理理事事業業  利利用用案案内内  

（農用地等の貸借申請について） 

 

農地中間管理事業とは農用地の利用の効率化、高度化を促進するため、農地所有者（出し手）

から農地を借り受け、耕作者である担い手等（受け手）へ貸し付ける事業です。 

滋賀県では、公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金が、知事から農地中間管理機構

（以下「機構」といいます。）の指定を受けて当該事業を行っています。 

 

農地中間管理事業を利用して農地の貸借を希望される方は、この利用案内を必ずお読みいただくようお

願いします。 

冊子には、「農用地等貸借申請書（一括方式）」（以下「貸借申請書」といいます。）等の様式がとじ込まれ

ていますので、貸借の申請を行うときにご使用ください。 

Ⅰ.貸借申請の手続き 

貸借の申請を行うときは、貸借申請書に必要事項を記入し、市町の受付窓口までご提出ください。なお、

添付書類が必要となる場合もありますので、ご注意ください。（次頁の（２）（３）に記載しています。） 

申請された農地の貸借は、機構が農用地利用集積等促進計画（以下「促進計画」といいます。）を作成し、

県知事又は市町長の認可・公告があったときに、権利（出し手と機構との間は農地中間管理権、機構と受け

手との間は賃借権又は使用貸借による権利）が設定されます。 

貸借申請から権利の設定までの手続きの流れは、下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



貸借申請書の記入にあたっては、出し手と受け手が貸借期間や賃料等の条件を事前に調整してください。 

受け手が決まっていない場合や貸借条件の調整ができていない場合は、受付できません。 

また、農業委員会による利用状況調査において、再生利用が困難と判定されているなど、農地として利用

することが著しく困難な場合は借り受けできません。 

なお、機構は原則、市町が策定した地域計画※１の目標地図※２に基づいて、農地の貸借を進めるものとさ

れています。 

目標地図と異なる農地の貸借は原則としてできませんが、そのような貸借や地域計画が未策定の地域に

おける貸借を希望される場合には、事前に市町の農政担当課にご相談ください。 

※１ 地域での話し合いにより目指すべき将来の農業のあり方と農地利用の姿を明確にした計画 

※２ 農地一筆ごとに将来（10 年後）の耕作予定者を示した地図 

（１）提出書類：貸借申請書 

※記入例を参照のうえご記入ください。出し手、受け手ともに押印をお願いします。 

（２）出し手の添付書類 

申請者が土地の単独名義人でない場合は、次の書類を必ず添付してください。書類の添付がない場合

には、契約できませんのでご注意ください。 

（ア）土地が共有名義の場合 

「権利の設定に係る同意書（共有名義）」（様式 7-4 号） 

※申請者は登記名義人の一人とします。共有持分の過半を有する者の同意が必要です。共有名義

人全員の同意がない場合は、権利設定は 40 年を超えない期間となります。 

（イ）土地の登記名義人が亡くなり相続登記が未了の場合 

「権利の設定に係る同意書（相続未登記）」（様式 7-5 号） 

※申請者は相続人のうちから定めた相続人代表とします。共有持分の過半を有する者の同意が必

要です。相続人全員の同意がない場合は、権利設定は 40 年を超えない期間となります。 

（ウ）成年後見人等の代理人の場合 

代理人の資格を証する「成年後見登記事項証明書」等の写し 

（３）受け手の添付書類 

次の添付書類が必要な場合には、あらためて、機構から案内いたしますので、ご提出ください。 

なお、お知らせした期限までに書類の提出がない場合には、契約できませんのでご注意ください。 

（ア）農業経営の状況等資料及び法令の遵守状況等資料 

（イ）定款又は寄附行為の写し（法人の場合） 

（ウ）組合員名簿又は株主名簿の写し（農地所有適格法人の場合） 

Ⅱ.受付窓口 ： 市町の農政担当課（貸借申請書に記入する農地の所在市町） 

Ⅲ.受付期間 ： 随時（２ケ月ごとに締め切り手続きを進めます。） 

※受付から権利設定までの期間は、３～５ケ月かかります。 

※個別の申請にかかる締切日、権利設定までの期間等は、受付窓口にてご確認ください。 

Ⅳ.貸借申請後の手続き 

（１）機構は提出された貸借申請書の内容に基づき、出し手と機構との間の促進計画同意書（農地中間管理



権の設定関係）および受け手と機構との間の促進計画同意書（賃借権又は使用貸借による権利の設定

関係）を作成し、各々に送付します。 

内容をご確認いただき、錯誤や異議等がございましたら、送付状に示された期限までに機構あてご連絡

ください。 

なお、促進計画同意書には、共通事項（貸借契約にかかる付帯事項）が記載されています。共通事項の

内容については、本冊子の参考資料をご参照ください。 

（ア）期限までに連絡がなければ、同意いただいたものとして、権利設定の手続きを進めます。 

（イ）連絡があり、修正が可能な場合には、修正のうえ権利設定の手続きを進めます。 

（ウ）修正内容について、出し手と受け手の合意が得られない場合などは、貸借申請書を差し戻しさせて

いただきます。 

（２）促進計画が、県知事又は市町長により認可・公告されたときは、その旨を機構のホームページ

（https://shiganou.work/?page_id=5745）に掲載しますので、ご確認ください。個別の通知はいたしません。 

ホームページへの掲載は、認可・公告日の翌月上旬の予定です。 

Ⅴ.機構関連農地整備事業についての説明 

機構関連農地整備事業（土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 87 条の３第１項の土地改良事業をい

います。）とは、農地中間管理機構が借り入れている農用地等を対象に、農用地等の所有者や貸付けの相

手方の申請によらず、都道府県が農業者の費用負担や同意を求めずに基盤整備を行う事業のことです。 

15 年以上の借受期間を設定した農用地等では、機構関連農地整備事業が行われることがあります。 

※本説明は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成 25 年法律第 101 号)に基づき、機構関連農

地整備事業の実施の有無にかかわらず、機構が農用地等を借り受けるに当たって、当該農用地等

の所有者及び貸付けの相手に対して必ず行わなければならないこと（法律に基づく義務）とされてい

ます。 

Ⅵ.賃料の取り扱い 

機構を利用した農地の貸借は、賃料（地代）の収受も機構を通じて行う必要があります。二者間の契約

（相対契約）とは異なりますので、ご注意ください。 

（１）賃料が発生する賃貸借契約の場合、機構に金融機関の口座を登録していただく必要があります。 

賃貸借で初めて機構を利用する方には次の書類を送付しますので、記入のうえ必ず返送願います。 

（ア）出し手：口座振込依頼書 

（イ）受け手：貯金口座振替依頼書 

（２）確認事項等 

（ア）賃料の算定について、原則、権利の始期が９月１日までの契約分の賃料を当年の扱いとし、９月２日

以降の契約分の賃料は翌年の扱いとします。なお、賃料は１年間の賃料額とし、日割り、月割り計算は

行いません。 

（イ）受け手からの賃料の徴収については、毎年 11 月 15 日（当日が金融機関の休日の場合は、翌営業

日）に指定の金融機関口座（滋賀県内の農業協同組合に限ります。）から引き落とします。 

（ウ）出し手への賃料の支払いについては、原則、毎年 12 月 20 日（当日が金融機関の休日の場合は、翌

営業日）に指定の金融機関口座に振り込みます。 

（エ）米などの物納の取り扱いはいたしません。 



（オ）賃料算出面積の水張等への変更取り扱いはできません。 

（カ）その他、賃料については、機構ホームページの「農地中間管理事業における賃料等取扱要領」をご

確認ください。 

Ⅶ.権利設定後の各種変更等手続き 

貸借期間中に次の変更等があれば手続きが必要となりますので、必ず、機構までご連絡ください。 

（１）名義変更（相続が発生した場合や所有権移転登記をした場合など） 

（２）法人の代表者変更 

（３）賃料変更 

 ※変更額について出し手と受け手が合意していることが必要です。 

（４）出し手の振込口座、受け手の引落口座の変更 

（５）権利の種類変更（賃貸借から使用貸借又は使用貸借から賃貸借に変更する場合） 

 ※解約と新たな貸借申請手続きが必要となります。 

（６）住所、連絡先の変更、書類送付先の登録・変更など 

（７）耕作者変更、経営継承（親子間、法人化） 

 ※耕作者変更の場合、現耕作者との解約および新耕作者の貸借申請手続きが必要です。また、市

町で新たな貸借と目標地図との照合を行います。 

（８）解約 

 ※原則、貸借期間中の解約はできません。ただし、やむを得ない理由があり、出し手と受け手が合

意している場合にはご相談ください。 

Ⅷ.個人情報の取り扱いについて 

ご提供いただきました個人情報は、農地中間管理事業の運営のために利用し、当基金のプライバシーポ

リシーに定める利用目的以外に利用いたしません。 

なお、当基金のプライバシーポリシーについては、ホームページに掲載していますのでご参照ください。 

 

問い合わせ先 

☆市町農政担当課（貸借申請書に記入する農地の所在市町） 

☆公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金（農地中間管理機構） 

本部 〒520-0807 大津市松本一丁目２－２０（滋賀県農業教育情報センター２階） 

TEL ０７７－５２３－４１２３  FAX ０７７－５２４－０２４５ 

各地域でのお問い合わせは下記の地域窓口までお願いします。 

地域窓口 場   所 TEL 窓口対応時間 

大津・南部 滋賀県農業教育情報センター２階 ０７７－５３６－６５２５ ９時～１７時 

甲   賀 滋賀県甲賀合同庁舎４階 ０７４８－６２－８０１５ ９時～１５時 ※水曜日休業 

東 近 江 滋賀県東近江合同庁舎４階 ０７４８－２２－１１２９ ９時～１７時 

湖   東 滋賀県湖東合同庁舎２階 ０７４９－３０－９１１７ ９時～１７時 

湖   北 滋賀県湖北合同庁舎４階 ０７４９－６２－８９９８ ９時～１７時 

高   島 ＪＡレーク滋賀新旭支店２階 ０７４０－２５－０７１７ ９時～１５時３０分 



【参考資料】農用地利用集積等促進計画同意書の共通事項（出し手→機構）

【参考資料】農用地利用集積等促進計画同意書の共通事項（機構→受け手）


